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精華町農業委員会会議録

１、開会の日時 令和３年１０月５日午後１時３０分

２、開会の場所 役場庁舎６階審議会室

３、出席した農業委員は次のとおりです。

１番 井澤 茂治 ３番 松尾 清敏

４番 森本 豊 ５番 藤村 絹子

７番 嶋 邦子 ８番 山本 千惠子

９番 井上 和也 １０番 田中 安弘

１１番 森島 隆詞 １５番 山本 功

１８番 岩井 三郎 １９番 太田 廣之

４、欠席した委員は次のとおりです。

な し

５、出席した農地利用最適化推進委員は次のとおりです。

２番 野秋 博史 １２番 米澤 貞幸

６、欠席した農地利用最適化推進委員は次のとおりです。

６番 中川 茂成

事務局 岡本 匡志

植山 さゆみ

７、議案

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について

議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について

議案第４号 令和３年度農用地利用集積計画（第６次）の決定について

報告第１号 非農地証明交付申請について

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による届出について

報告第３号 田から畑への変更計画届について

８、署名委員

１１番 森島 隆詞 １５番 山本 功

９、閉会の日時 令和３年１０月５日午後２時５３分
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審議の経過

議 長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和３年第１０回農業委員会総会を

開催させていただきます。

ただいまの出席委員は１４名中１４名であり、過半数以上の出席がありますので、農

業委員会等に関する法律第２７条３項により、総会が成立していることを報告します。

また、農地利用最適化推進委員は５名中４名の方に出席いただいております。

今年も、早や収穫の時期を迎えることになりましたが、稲刈りの予定をされている委

員の皆様には何かとお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。

さて、９月３０日まで発令されていました緊急事態宣言が解除され、新規感染者数も

減少してまいりましたが、収束には、まだまだ期間を要するものと思われます。

当委員会といたしましては、引き続き感染予防対策をより強化する中で、今回の総会

を開催することといたしましたので、何卒よろしくお願いいたします。

本日の署名委員は、１１番森島隆詞委員、１５番山本功委員のお二人にお願いします。

それでは、ただいまから農地法の審議に入ります。

議 長 議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、を議題とします。

事務局より議案の提案及び説明を願います。

事務局 それでは議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、でございます。

１ページをお開きください。１番でございます。

【 提案説明 】

場所については２ページの地図のとおりです。相楽自動車の東側です。

１ページに戻っていただき、２番でございます。

【 提案説明 】

場所については３ページの地図のとおりです。

譲受人は営農地のすべてを耕作されており、農作業従事日数につきまして、要件を満

たしております。

また、耕作によりまして周辺農地に影響を及ぼすことはないと考えられます。

したがいまして、農地法第３条第２項の各号の不許可要件に該当しないため、許可相

当と考えております。

以上です。

議 長 １番については、地区担当委員の岩井委員が現地確認を行っておられますので、補足

説明をお願いします。

岩 井 １８番、岩井です。

ただいま、事務局より提案説明のありましたとおり、９月２１日、上村専門員と申請

のありました現地を確認しました。

現地は農地として適正に管理されておりました。
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譲受人は、当該農地の耕作者で、今後も適正な管理が見込まれますので、地元担当委

員としては問題のないものと考えております。

よろしくご審議くださいますようお願いします。

議 長 ありがとうございました。２番については、地区担当委員の山本功委員が現地確認を

行っておられますので、補足説明をお願いします。

山 本 １５番、山本です。

ただいま、事務局より提案説明のありましたとおり、９月２１日、上村専門員と申請

のありました現地を確認しました。

現地は農地として適正に管理されておりました。

譲受人は、耕作面積も十分あり、当該農地についても今後、適正な管理が見込まれま

すので、地元担当委員としては問題のないものと考えております。

よろしくご審議くださいますようお願いします。

議 長 ありがとうございました。

それでは議案について、審議をお願いいたします。何かご質問等ございませんか。

議 長 異議がないようですので、本件に対して採決をとらせていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

議 長 それでは、許可に賛成の方は挙手をお願いします。

議 長 ありがとうございます。挙手全員でございます。議案第１号については、許可するこ

とに決定いたします。

議 長 議案第２号、農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について、を議

題とします。

事務局より議案の提案及び説明を願います。

事務局 ４ページをお開きください。それでは議案第２号、農地法第４条第１項の規定による

許可申請に対する意見について、でございます。１番でございます。

【 提案説明 】

場所については５ページの地図のとおりです。精北小学校の角に位置している所です。

本件については、近隣住民から駐車場の要望があったことから、今般、許可申請があ

りました。

しかし、本件申請地は駐車場としての形態は未完成ではありますが、既に造成も完了

しており、事後申請になりますことから、農地法第４条第１項の規定による許可申請及

び顛末書の提出があったものです。
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本件の立地基準につきましては、農用地区域内にある農地以外の農地であって、概ね

３００ｍ以内に近鉄狛田駅があり、第３種農地と判断されます。

また、一般基準につきましても転用目的が妥当で、目的実現が確実であり、周辺農地

への営農への支障がないことで要件を満たしております。

したがいまして、農地法第４条第６項の各号の不許可要件に該当しないため、許可相

当と考えております。

４ページに戻っていただき２番でございます。

【 提案説明 】

場所については６ページの地図のとおりです。通称ジャンプ台と呼ばれています枚方

山城線と書いていますこの道路を西の方に下ってきた側道と合流する地点の所です。

本件申請者は、現在２７歳で平成２９年から華やぎ観光農園で現在に至るまで約５年

間農業に従事し、かねてから精華町に定住し農業を続けていきたいとの相談もあった中

で、今般、農家住宅を建設するに至ったものであります。

そこで、地元の井澤委員からも、若手新規就農者支援の観点から応援していきたい旨

の補足説明書の提出もあったところであります。

本件の立地基準につきましては、農用地区域内にある農地以外の農地であって、市街

地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域に近接する区域で甲種、１種、２種及び３種

のいずれの要件にも該当しない農地で第２種農地と判断されます。

また、一般基準につきましては転用目的が妥当で、目的実現が確実であり、周辺農地

への営農への支障がないことで要件を満たしております。

したがいまして、農地法第４条第６項の各号の不許可要件に該当しないため、許可相

当と考えておりますので、よろしくお願いします。

以上です。

議 長 １番については、地区担当委員の井澤委員が現地確認を行っておられますので、補足

説明をお願いします。

井 澤 １番、井澤です。

ただいま、事務局より提案説明のありましたとおり、９月２１日、岩井委員、上村専

門員と申請のありました現地を確認しました。

現地は事務局からの説明どおり、排水計画も問題なく、隣接地にも影響がないことか

ら地元担当委員としては問題のないものと考えております。

よろしくご審議くださいますようお願いします。

議 長 ありがとうございました。２番については、地区担当委員の田中委員が現地確認を行

っておられますので、補足説明をお願いします。

田 中 １０番、田中です。

ただいま、事務局より提案説明のありましたとおり、９月２２日、藤村委員、岡本局
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長と申請のありました現地を確認しました。

現地は事務局からの説明どおり、調整区域の農用外に農家住宅を建てるというもので、

若手の新規就農者として、約５年間にわたり、農業に従事されているということであり

ます。

排水計画も問題なく、隣接地にも影響がないことから地元担当委員としては問題のな

いものと考えております。

よろしくご審議くださいますようお願いします。

議 長 ありがとうございました。

それでは議案について、審議をお願いいたします。何かご質問等ございませんか。

議 長 異議がないようですので、本件に対して採決をとらせていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

議 長 それでは、許可相当と思われる方は挙手をお願いします。

議 長 ありがとうございます。挙手全員でございます。議案第２号については、許可相当の

意見をつけて、知事に進達することに決定いたします。

議 長 議案第３号、相続税の納税猶予に関する適格者証明について、を議題とします。

事務局より議案の提案及び説明を願います。

事務局 ７ページをお開きください。それでは議案第３号、相続税の納税猶予に関する適格者

証明について、でございます。１番でございます。

【 提案説明 】

場所については８、９ページの地図のとおりです。

相続税の納税猶予とは、農地等を相続した際に課税されるべき納税額を一定の要件の

もとに猶予されるもので、特例を受けるための相続人の人的要件である、引き続き農業

経営を行うことを証明するものが適格者証明になります。

当該相続人については、引き続き農業経営を行うことに問題ないと思われます。

以上です。

議 長 この件については、地区担当委員の山本功委員が現地確認を行っておられますので、

補足説明をお願いします。

山 本 １５番、山本です。

ただいま、事務局より提案説明のありましたとおり、９月１４日、事務局上村専門員

と申請のありました現地を確認しました。

現地は農地として十分に管理及び耕作されている状況でありました。
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位置的にも相続人自宅に近く管理しやすい場所でもあり、今後も営農継続が見込まれ

ますので、地元農業委員として何ら問題ないものと考えます。

よろしくご審議くださいますようお願いします。

議 長 ありがとうございました。

それでは議案について、審議をお願いいたします。何かご質問等ございませんか。

議 長 異議がないようですので、本件に対して採決をとらせていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

議 長 それでは、適格者として証明して問題なしと思われる方は挙手をお願いします。

議 長 ありがとうございます。挙手全員でございます。議案第３号については、適格者とし

て証明することに決定いたします。

議 長 議案第４号、令和３年度農用地利用集積計画（第６次）の決定について、を議題とし

ます。

事務局より議案の提案及び説明を願います。

事務局 １０ページをお開きください。それでは議案第４号、令和３年度農用地利用集積計画

（第６次）の決定について、でございます。精華町長より、農用地利用集積計画の提出

があったので農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、決定を求める。

１１ページをお開きください。１番でございます。

【 提案説明 】

場所については１３ページの地図のとおりです。精北小学校の南側に位置している所

です。

１１ページに戻っていただき、２番でございます。

【 提案説明 】

場所については１５、１６ページの地図のとおりです。十曽については１５ページ、

柳垣内については１６ページに記載の場所のとおりです。

１１ページに戻っていただき、３番でございます。

【 提案説明 】

場所については１８ページの地図のとおりです。

以上の件につきまして、全部効率要件、農作業常時従事要件等の農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項を満たしていると考えられます。

以上です。

議 長 それでは本件の議案について、審議をお願いいたします。何かご質問等ございません

か。
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議 長 異議がないようですので、本件に対して採決をとらせていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

議 長 それでは、議案第４号の計画決定に賛成の方の挙手をお願いします。

議 長 ありがとうございます。挙手全員でございます。議案第４号についての計画は議案ど

おり決定いたします。

議 長 続きまして、報告案件に入る前に、事務局より非農地証明に関して説明がございます。

事務局より説明願います。

事務局 それでは非農地の取扱いについて、説明いたします。

非農地の取扱いについては、特にここ数年において、国府から再生困難な農地は、直

ちに非農地判断を行い、速やかに農地台帳から除外するよう指導方針が示されています。

そのような中、本町農業委員会において、非農地証明交付申請については、従前より

議案として総会で審議していただいていましたが、先般京都府農業会議に確認しました

ところ、数年前から議案ではなく、報告案件として取り扱うことに変更になっている旨

の回答を得ました。

しかしながら、議案書作成の元になります農地台帳システムで非農地に関しては議案

としてプログラムが組まれ出力されることから、今日まで議案として審議していたもの

であります。

そこで本町農業委員会としまして検討しました結果、委託業者から農地台帳のプログ

ラムは本町だけでなく、全国的な改修が必要である旨の回答を受けましたが、事務的に

も報告案件に変更することが可能であるとの判断が得られましたことから、今回の総会

から議案から報告案件に変更することとしました。

なお、報告にあたっては、従来どおり会長、担当地区委員２名、事務局で現地確認を

行うことに変更はございません。

そして、それを受けまして総会で報告を行い、特に質問や意見がなければ、全員同意

で非農地として承認されたこととなりますので、ご承知のほどよろしくお願いいたしま

す。

以上で説明を終わります。

議 長 それでは、報告第１号、非農地証明交付申請について、を報告します。

事務局より報告願います。

事務局 １９ページをお開きください。それでは報告第１号、非農地証明交付申請について、

でございます。１番でございます。

【 内容報告 】
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場所については２０ページの地図のとおりです。今池の北の奥の方になります。

本件農地は、申請者が平成１４年に競売で取得した時、既に山林状態で耕作できる状

態ではなかったとのことであります。

現在、申請者本人は高齢となり、生前中にどうしても整理しておきたいということか

ら、今般申請があったものであります。

なお、先日、会長初め担当地区委員２名の方と現地確認するとともに、昭和６０年度

の国土地理院の航空写真でも山林となっていることを確認しております。

以上で説明を終わります。

議 長 この件については、地区担当委員の新司委員が現地確認を行っておられますので、補

足説明をお願いします。

新 司 １７番、新司です。

ただいま、事務局より報告のありましたとおり、９月２９日、太田会長、野秋委員と

岡本局長、上村専門員と申請のありました現地を確認しました。

現地は調整区域の農用外で、付近一帯は竹林が覆い茂り山林化しており、農地への復

旧も困難であり、やむを得ないものと考えております。

地元担当委員としては非農地として認定して問題ないものと考えます。

よろしくご審議くださいますようお願いします。

議 長 ありがとうございました。本件について何か質問等ございませんか。

議 長 質問がないようですので、報告第１号を終わります。

議 長 続きまして、報告第２号、農地法第５条第１項第７号の規定による届出について、を

報告します。

事務局より報告願います。

事務局 ２１ページをお開きください。それでは報告第２号、農地法第５条第１項第７号の規

定による届出について、でございます。１番でございます。

【 内容報告 】

場所については２２ページの地図のとおりです。

本件は、２画地を取得し、個人の住宅を建築するため、農地法第５条第１項第７号の

規定による届出があったものです。

以上です。

議 長 本件について何か質問等ございませんか。

議 長 質問がないようですので、報告第２号を終わります。
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議 長 続きまして、報告第３号、田から畑への変更計画届について、を事務局より報告願い

ます。

事務局 ２３ページをお開きください。それでは報告第３号、田から畑への変更計画届につい

て、でございます。１番でございます。

【 内容報告 】

場所については２４ページの地図のとおりです。

本件は、養鶏業を営まれていたお父様が死亡され、相続人である娘さんから、今般、

野菜作りのため、田から畑への変更計画届が提出されたものです。

以上で報告を終わります。

議 長 本件について何か質問等ございませんか。

議 長 質問がないようですので、報告第３号を終わります。

議案書につきましては、以上でございます。

＜ その他 ＞

議 長 それでは、最後になりましたが、次回の総会について、お諮りします。

１１月５日金曜日１３時３０分からの開催としたいと思いますが、皆さんのご都合は

いかがでしょうか。

それでは、次回の総会を１１月５日金曜日１３時３０分からと決定いたします。

後日、開催については文書で通知いたしますので、よろしくお願いいたします。

なお、１１月５日の総会終了後、町長室におきまして、町への要望書を提出する予定

でありますので、出席要請しました委員については、出席いただきますよう、よろしく

お願いいたします。

これをもって、本日の予定しておりました議事はすべて終了いたしました。

委員の皆さん、長時間にわたり、慎重な審議をいただき、また議事進行にご協力を賜

りありがとうございました。

これをもちまして、総会を閉会させていただきます。

時に午後２時５３分


